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戸
田
市
防
災
基
本
条
例
と
「
尊
厳
」

　

埼
玉
県
戸
田
市
は
、
荒
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
沖
ち
ゅ
う
せ
き積

平
野
に
あ
り
、
荒
川
が
氾
濫
す
れ
ば
市
域

全
体
が
浸
水
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
大
地
震

が
発
生
す
れ
ば
軟
弱
地
盤
の
た
め
揺
れ
が
大
き
く
、

広
範
囲
で
液
状
化
が
起
こ
っ
て
甚
大
な
被
害
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
市
民
・
事
業
者
を
含
め
た
市
全
体
の

地
域
防
災
力
を
高
め
る
た
め
、
防
災
基
本
条
例
を

制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
２
０
１
９
年
９
月
に
戸

田
市
防
災
基
本
条
例
検
討
市
民
会
議
を
設
置
し
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
重
ね
な
が
ら
、
庁
内
で
の
検
討

会
を
開
催
し
、
並
行
し
て
条
例
案
の
内
容
を
検
討

し
た
。
そ
し
て
本
年
３
月
26
日
の
戸
田
市
議
会
本

会
議
に
お
い
て
、
議
決
さ
れ
た
。（
３
月
31
日
施
行
）

　

こ
の
条
例
の
最
大
の
特
徴
は
、
防
災
基
本
条
例

の
目
的
に
、「
尊
厳
」
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
全
国
で
初
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
前
文
に
は
「
戸
田
市
に
お
い
て
は
、
被
害

が
広
範
囲
に
及
び
や
す
い
と
い
う
地
形
的
条
件
を

考
慮
し
て
、
市
民
の
生
命
、
尊
厳
及
び
財
産
を
守

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
災
害
に
対
す
る
備
え
を

日
頃
か
ら
整
え
て
い
く
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い

ま
す
」
と
記
さ
れ
た
。
第
１
条
（
目
的
）
は
「
こ
の
条

例
は
、
自
助
・
共
助
・
公
助
の
考
え
方
の
下
に
、

市
民
の
生
命
、
尊
厳
及
び
財
産
を
守
る
上
で
の
基

本
理
念
と
防
災
対
策
に
関
す
る
市
民
、
事
業
者
、

市
及
び
議
会
の
責
務
及
び
役
割
を
明
ら
か
に
し
、

防
災
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
防
災
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、

被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
災
害
に
強
い
ま
ち
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

災
害
対
策
基
本
法
の
目
的
の 

意
味
を
探
る

　

災
害
対
策
基
本
法（
１
９
６
２
年
施
行
）の
目
的
は

「
国
土
並
び
に
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災

害
か
ら
保
護
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
自

治
体
の
地
域
防
災
計
画
の
目
的
も
こ
の
災
害
対
策
基

本
法
を
援
用
し
て
「
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産

を
災
害
か
ら
保
護
す
る
」と
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、「
生
命
、
身
体
及
び
財
産
」の
文
言
は
、

17
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ

ク
が
基
本
的
人
権
と
し
て
示
し
た
「
生
命
、
自
由
及

び
財
産
」
に
酷
似
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
の
こ
の
文
言

は
ト
ー
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
起
草
し
た
ア

メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
、
そ
し
て
日
本
国
憲
法
第

十
三
条
後
段
「
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す

る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反

し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最

大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
災
害
対
策
基
本
法
の
立
法
者
は
、
当
時
は
災

害
時
に
「
自
由
」
ま
で
は
守
れ
な
い
の
で
「
身
体
」
と

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

自
由
と
尊
厳

　

自
由
と
い
う
価
値
観
は
、
生
命
と
並
び
称
さ
れ

災
害
時
に
も
尊
厳
を
守
る

〜
戸
田
市
防
災
基
本
条
例
〜
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る
ほ
ど
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
は
自
由
を

存
分
に
享
受
で
き
る
の
は
一
定
の
豊
か
さ
、
健
康

な
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り

根
源
的
な
人
間
の
価
値
と
し
て
「
尊
厳
」
が
基
本
的

人
権
に
は
ふ
さ
わ
し
い
用
語
と
考
え
ら
れ
る
。

　

事
実
、
介
護
保
険
法（
２
０
０
０
年
施
行
）で
は
、

そ
の
目
的
が
「（
要
介
護
等
の
者
が
）
尊
厳
を
保
持

し
、
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生

活
を
営
む
…
」
と
あ
り
、
障
害
者
総
合
支
援
法

（
２
０
１
３
年
施
行
）
で
は
、「（
障
害
者
及
び
障
害

児
が
）
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
日
常
生
活
又
は
社
会
生

活
を
営
む
…
」と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
１
９
９
７
年
に
複
数
の
人
道
支
援
を
行

う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
に
よ
っ

て
始
め
ら
れ
た
ス
フ
ィ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
以
下
、

ス
フ
ィ
ア
）
は
、
人
道
支
援
の
質
と
説
明
責
任
の
向

上
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ス
フ
ィ
ア
の
原
理
は
以

下
の
二
つ
に
基
づ
い
て
い
る
。

・�

災
害
や
紛
争
の
影
響
を
受
け
た
人
び
と
に
は
、
尊

厳
あ
る
生
活
を
営
む
権
利
が
あ
り
、
従
っ
て
、
支

援
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
。

・�

災
害
や
紛
争
に
よ
る
苦
痛
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

実
行
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
尽
く
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

災
害
時
の
尊
厳

　

災
害
時
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
発
生
し
や

す
い
。

・�

高
齢
者
の
逃
げ
遅
れ
・
関
連
死
が
多
い

・�

障
害
者（
児
）が
安
心
し
て
避
難
で
き
な
い

・�

避
難
所
で
は
授
乳
時
に
は
人
に
ジ
ロ
ジ
ロ
見
ら

れ
る

・�

避
難
所
で
は
夜
間
に
女
性
が
安
心
し
て
ト
イ
レ
に

行
け
な
い

・�

避
難
所
で
は
弁
当
は
早
く
並
ん
だ
順
に
配
ら
れ
る

　

こ
れ
ら
は
、
人
の
尊
厳
を
守
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。「
災
害
は
弱
い
者
い
じ
め
」
と
い
う
状
況
か
ら
脱

す
る
た
め
に
は
、
尊
厳
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
災
害
対

応
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

例
え
ば
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
福
島
県

に
お
い
て
は
、
死
者
・
行
方
不
明
者
が
１
８
１
０

人
（
警
察
庁
、
令
和
３
年
３
月
）
に
対
し
て
、
震
災

関
連
死
が
２
３
２
０
人（
復
興
庁
、
令
和
３
年
３
月
）

と
５
０
０
人
以
上
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
数

字
は
、
わ
が
国
の
避
難
生
活
環
境
が
い
か
に
過
酷

か
を
示
唆
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
尊
厳

が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
生
命
さ
え
も
危
な
い
の
が
高

齢
社
会
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
か
ら
避
難
者
を

守
る
た
め
に
、
昨
年
の
出
水
期
前
に
市
区
町
村
は

広
い
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
た
り
、
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ

ン
を
準
備
し
た
り
し
た
。
結
果
と
し
て
、
こ
れ
は

避
難
所
環
境
を
改
善
し
て
、
人
の
尊
厳
を
守
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
本
年
３
月
５
日
に
災
害
対
策
基
本
法
の

改
正
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
避
難
行
動
要
支
援
者
に

つ
い
て
個
別
避
難
計
画
作
成
が
市
町
村
の
努
力
義

務
と
さ
れ
た
。
こ
れ
も
尊
厳
重
視
の
現
れ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
全
国
の
自
治
体
が
防
災
基
本
条
例
や

地
域
防
災
計
画
の
目
的
を
、
戸
田
市
の
よ
う
に
「
住

民
の
生
命
、
尊
厳
及
び
財
産
を
災
害
か
ら
守
る
」
に

変
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
特
に
条
例
化
に
取

り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
条
例
化
す
る
こ
と
で
、

住
民
参
画
の
条
例
検
討
会
や
議
会
審
議
を
通
じ
て
、

職
員
だ
け
で
な
く
、
住
民
や
議
員
に
も
、
災
害
時

に
尊
厳
を
守
る
こ
と
の
意
義
が
共
有
さ
れ
る
か
ら

だ
。
そ
の
一
連
の
動
き
が
、
災
害
対
策
基
本
法
の

目
的
を
変
え
、
災
害
時
に
も
、
誰
一
人
取
り
残
さ

な
い
社
会
の
実
現
に
近
付
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
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